
2018年12月11日

　　内外日東株式会社

お客様各位

　　　　ベトナム向けTAX IDおよびHS CODE記載のお願い

拝啓、貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社サービスに格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。

　この度、掲記につきまして、ベトナム税関の通達によりConsignee様のTAX IDおよび
HS CODEの記載が義務付けられましたのでご案内申し上げます。

　

記

対象航路: 　   ベトナム向け

記載事項:　    1. Consignee様のTAX ID 

               2. 4桁以上のHS CODE
              (HS CODEが複数ある場合は主要なアイテムのHS CODEを記載。)

適用開始日:    2019年1月1日ベトナム港入港本船より

　記載がされていない場合は、現地での貨物引き渡しの遅れや追加費用が発生する可能性
がございますので、ご留意頂けますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら弊社営業担当または国際輸送部までお問い合わせください。

以上
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